
税金等を窓口で納付されている皆様へ 

木曽税務署より所得税等確定申告のご案内 



相続登記はお済みですか月間 

 

 

 

 

 

 

 

 
・貸与には限度があります。また、ご希望に添えない場合がありますのであらかじめご承知おき 

ください。 
詳しい出願手続きは、上松町教育委員会事務局へお問い合せください。 

             【役場庁舎２階 ６番窓口 電話：５２－４９００】 

世帯人数 
給与所得者世帯 

（年間の収入金額） 

給与所得者以外の世帯 
（年間の所得金額） 

２人 １１，８００，０００円    ９，０５０，０００円   

３人 １１，２７０，０００円   ８，９１０，０００円   

４人 １３，０９０，０００円   ９，３７０，０００円   

５人 １３，８７０，０００円   １０，０３０，０００円   


